
にかほ市

鳥海山伝承芸能の祭典 開催要項
霊峰鳥海に舞う こころ一つに 守り紡ぐ

先人たちの熱き心と強い意志のもとに守り継がれてきた民俗芸能を全国から

集い、地域の文化遺産である民俗芸能の魅力を全国に発信するとともに、東日

本大震災の犠牲者の鎮魂と復興を願う心を一つにした競演と交流の輪を広げる

祭典とします。

１ 日 時

平成２６年１０月１１日（土） ９：３０～１８：３０

１０月１２日（日） ９：３０～１５：３０

２ 会 場

にかほ市象潟体育館

〔舞台：間口１９．８８ｍ 奥行６．００ｍ 高さ６．５０ｍ

張り出しステージ（特設）：間口９．００ｍ 奥行５．４０ｍ〕

客席数：１，４４８席（１階 ８２８席、２階 ６２０席）

〒０１８－０１０４ にかほ市象潟町字狐森７

ＴＥＬ ０１８４－３３－８８５５

にかほ市郷土文化保存伝習館（サブステージ）

〔舞台：間口５．４０ｍ 奥行４．５０ｍ（屋外に張り出しステージ）〕

客席数：４００人分スペース

３ 主催者

文化庁 秋田県 にかほ市 にかほ市教育委員会 第２９回国民文化祭秋

田県実行委員会 第２９回国民文化祭にかほ市実行委員会

４ 事業内容

（１）全国から民俗芸能の伝承者が集い、各地域の民俗芸能の競演と伝統行

事を織り交ぜながら、交流の輪を広げます。

（２）本市の民俗芸能の多くは修験者が伝えたとされ、修験の地であった境



内にある郷土文化保存伝習館をサブステージに舞を披露します。

５ 出演団体数等

（１）出演団体数 ２２団体程度

（２）出 演 時 間 １団体３０分程度

６ 出演に要する経費

会場費や舞台にかかる基本的な経費については、主催者が負担します。

出演に要する経費（宿泊費、交通費、運搬費等）については、原則として

各出演団体の負担となります。

７ 出演団体の決定

出演団体は、各都道府県の推薦に基づき、第２９回国民文化祭秋田県実行

委員会及び国民文化祭実行委員会の審議を経て、文化庁が決定します。

なお、各都道府県は、出演団体を推薦するときは、別紙推薦書を第２９回

国民文化祭秋田県実行委員会事務局に送付してください。

８ 問い合わせ先

第２９回国民文化祭にかほ市実行委員会事務局

（にかほ市教育委員会社会教育課内）

〒０１８－０３１１ にかほ市金浦字南金浦４９－２

ＴＥＬ ０１８４－３８－２１７１

ＦＡＸ ０１８４－３８－４９２５

E-mail kyouiku-sk@city.nikaho.lg.jp


